
人事院事務総局公示第２号

人事院事務総長は、人事院規則８―１８（採用試験）第５条第１項の規定に基

づき、平成２３年人事院事務総局公示第２号の一部改正に関し、次のとおり決定

した。

令和６年９月４日

人事院事務総長 柴 﨑 澄 哉

１ 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する

改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。



改 正 後 改 正 前

別表 別表

採用試験の種類 区分試験 地域試験の名称 地域の範囲 採用試験の種類 区分試験 地域試験の名称 地域の範囲

ごとの名称 ごとの名称

国家公務員採用 行政 行政北海道地域 （略） 国家公務員採用 行政 行政北海道地域 （略）

一般職試験（大 教養 教養北海道地域 一般職試験（大

卒程度試験） 行政東北地域 （略） 卒程度試験） 行政東北地域 （略）

教養東北地域

行政関東甲信越地域 （略） 行政関東甲信越地域 （略）

教養関東甲信越地域

行政東海北陸地域 （略） 行政東海北陸地域 （略）

教養東海北陸地域

行政近畿地域 （略） 行政近畿地域 （略）

教養近畿地域

行政中国地域 （略） 行政中国地域 （略）

教養中国地域

行政四国地域 （略） 行政四国地域 （略）

教養四国地域

行政九州地域 （略） 行政九州地域 （略）

教養九州地域

行政沖縄地域 （略） 行政沖縄地域 （略）

教養沖縄地域

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）



２ この決定による改正は、令和６年１２月１日から効力を発生する。


